
議案第７１号 

 

 

　　　岬町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正につ 

いて 

 

 

　岬町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例を別紙のとおり定める。 

 

 

　　令和７年１２月２３日提出 

 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岬町長　田　代　　　堯　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提　案　理　由 

　令和７年人事院勧告を踏まえ、会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の

支給率を改定するため、本条例に所要の改正を行うものです。 

 

 

 



岬町条例第　　号 

 

　　　岬町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例（案） 

 

岬町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年岬町条例

第１４号）の一部を次のように改正する。 

第１２条第１項中「「１００分の１２５」とあるのは、「１００分の７５」」を

「「１００分の１２６．２５」とあるのは、「１００分の７６．２５」」に改める。 

第１２条の２第１項中「「１００分の１０５」とあるのは、「１００分の５０」」

を「「１００分の１０６．２５」とあるのは、「１００分の５１．２５」」に改め

る。 

第２２条第１項中「「１００分の１２５」とあるのは、「１００分の７５」」を

「「１００分の１２６.２５」とあるのは、「１００分の７６．２５」」に改める。 

第２２条の２第１項中「「１００分の１０５」とあるのは、「１００分の５０」」

を「「１００分の１０６．２５」とあるのは、「１００分の５１．２５」」に改め

る。 

　　　附　則 

　この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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岬
町
会
計
年

度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照
表
 

 

○
岬
町
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用

弁
償
に
関
す
る
条
例
（
令
和
元
年
岬
町
条
例
第
１
４
号
）
 

 
新

旧

 
第
１
条
～
第
１
１
条
　
（
略
）
 

　
（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）
 

第
１
２
条
　
給
与
条
例
第
２
２
条
か
ら
第
２
２
条
の
３
ま
で
の
規
定
は
、
任
期
の
定
め
が

６
月
以
上

の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
給
与
条
例
第
２
２
条
第
２
項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
６
．
２
５
」
と
あ
る
の
は
、

「
１
０
０

分
の
７
６
．
２
５
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
～
４
　
(
略
)
 

（
フ
ル
タ

イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
）
 

第
１
２
条
の
２
　
給
与
条
例
第
２
３
条
の
規
定
は
、
任
期
の
定
め
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ

イ
ム
会
計

年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
給
与
条
例
第

２
３
条
第

２
項
第
１
号
中
「
１
０
０
分
の
１
０
６
．
２
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０

分
の
５
１

．
２
５
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
　
（
略
）
 

第
１
３
条
～
第
２
１
条
　
(
略
)
 

（
パ
ー
ト

タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）
 

第
２
２
条
　
給
与
条
例
第
２
２
条
か
ら
第
２
２
条
の
３
ま
で
の
規
定
は
、
任
期
の
定
め
が

６
月
以
上

の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
１

５
時
間
３

０
分
未
満
で
あ
る
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
給
与
条
例
第
２
２
条
第
２
項
中
「
１
０
０
分
の
１

２
６
．
２
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
７
６

．
２
５
」
と
、
同
条
第
４
項
中
「
そ

れ
ぞ
れ
の

基
準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ

て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在

）
に
お
い
て
職
員
が
受

け
る

べ
き

給
料

の
月

額
及

び
扶

養
手

当
の

月
額

並
び

に
こ

れ
ら

に
対

す
る

地
域

手
当

の
月
額
の

合
計
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
（
退
職
し
、
若
し
く
は
失

職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡

第
１
条
～
第
１
１
条
　
（
略
）
 

　
（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）
 

第
１
２
条
　
給
与
条
例
第
２
２
条
か
ら
第
２
２
条
の
３
ま
で
の
規
定
は
、
任
期
の
定
め
が

６
月
以
上
の
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
給
与
条
例
第
２
２
条
第
２
項
中
「
１
０
０
分
の
１
２
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１

０
０
分
の
７
５
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
～
４
　
(
略
)
 

（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
）
 

第
１
２
条
の
２
　
給
与
条
例
第
２
３
条
の
規
定
は
、
任
期
の
定
め
が
６
月
以
上
の
フ
ル
タ

イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
給
与
条
例
第

２
３
条
第
２
項
第
１
号
中
「
１
０
０
分
の
１
０
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
５

０
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
　
（
略
）
 

第
１
３
条
～
第
２
１
条
　
(
略
)
 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
期
末
手
当
）
 

第
２
２
条
　
給
与
条
例
第
２
２
条
か
ら
第
２
２
条
の
３
ま
で
の
規
定
は
、
任
期
の
定
め
が

６
月
以
上
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
１

５
時
間
３
０
分
未
満
で
あ
る
者
を
除
く

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
給
与
条
例
第
２
２
条
第
２
項
中
「
１
０
０
分
の
１

２
５
」
と
あ
る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
７
５
」
と
、
同
条
第
４
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
の
基

準
日
現
在
（
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職

し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給

料
の

月
額

及
び

扶
養

手
当

の
月

額
並

び
に

こ
れ

ら
に

対
す

る
地

域
手

当
の

月
額

の
合

計
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
（
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は

死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は

、
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
）
以
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し
た
日
）
以
前
６
か
月
以
内
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
在
職
期

間
に
お
け

る
報
酬
（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
規
則
で

定
め
る
額

を
除
く
。
）
の
１
月
当
た
り
の
平
均
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
～
４
　
(
略
)
　
 

（
パ
ー
ト

タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
）
 

第
２
２
条
の
２
　
給
与
条
例
第
２
３
条
の
規
定
は
、
任
期
の
定
め
が
６
月
以
上
の
パ
ー
ト

タ
イ
ム
会

計
年
度
任
用
職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
１
５
時
間
３
０
分
未
満

で
あ
る
者

を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い

て
、
給
与
条
例
第
２
３
条
第
２
項

第
１
号
中
「
１
０
０
分
の
１
０
６
．
２
５
」

と
あ
る
の

は
、
「
１
０
０
分
の
５
１
．
２
５
」
と
、
同
条
第
３
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
の
基

準
日
現
在
（

退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職

し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給

料
の

月
額

及
び

扶
養

手
当

の
月

額
並

び
に

こ
れ

ら
に

対
す

る
地

域
手

当
の

月
額

の
合

計
額
」
と
あ

る
の
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
（
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は

死
亡
し
た

職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
）
以

前
６

か
月

以
内

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
と

し
て

の
在

職
期

間
に

お
け

る
報
酬
（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
額

を
除
く
。

）
の
１
月
当
た
り
の
平
均
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
　
（
略
）
 

以
下
　
（
略
）

前
６

か
月

以
内

の
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
と

し
て

の
在

職
期

間
に

お
け

る
報
酬
（
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
額

を
除
く
。
）
の
１
月
当
た
り
の
平
均
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
～
４
　
(
略
)
　
 

（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
勉
手
当
）
 

第
２
２
条
の
２
　
給
与
条
例
第
２
３
条
の
規
定
は
、
任
期
の
定
め
が
６
月
以
上
の
パ
ー
ト

タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
１
５
時
間
３
０
分
未
満

で
あ
る
者
を
除
く

。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
給
与
条
例
第
２
３
条
第
２
項
第
１
号
中
「

１
０
０
分
の
１
０
５
」
と
あ

る
の
は
、
「
１
０
０
分
の
５
０
」
と
、
同
条
第
３
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
現
在
（
退

職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は

失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
）
に
お
い
て
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
の
月
額
及
び

扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の

は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
（
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に

あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
若
し
く
は
失
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
）
以
前
６
か
月
以
内
の

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
し
て
の
在
職
期
間
に
お
け
る
報
酬
（
フ
ル
タ
イ

ム
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の
均
衡
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
額
を
除
く
。
）
の
１
月

当
た
り
の
平
均
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

２
　
（
略
）
 

以
下
　
（
略
）


